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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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要  旨 
 

＜概要＞ 

富山地方鉄道株式会社の本線宇奈月温泉
うなづきおんせん

駅発電鉄黒部
でんてつくろべ

駅行き１両編成の上り回送第

４０２３２列車（除雪車両）は、平成２４年３月３０日、宇奈月温泉駅を１１時４０

分に出発した。 

列車の運転士は、内山駅に進入する直前で異音と衝撃を感じたため、非常ブレーキ

を使用して列車を停止させたところ、列車の前軸の車輪が左へ脱線しているのを確認

したため、指令に脱線した旨を連絡した。 

列車には運転士１名及び鉄道係員２名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

本事故は、半径２００ｍの右曲線において、回送列車（除雪車両）の前軸の外軌側

（左）車輪の脱線係数が増加するとともに、限界脱線係数が低下したため、外軌に乗

り上がって左に脱線したものと考えられる。 



 

 

脱線係数が増加したことについては、通り正矢が曲線半径を小さくする方向に変化

していたこと、５ｍ平面性変位が大きくなっていたこと及び除雪車両がカント超過の

状態で走行したと考えられることから、横圧が増加するとともに輪重が減少したこと

によるものと考えられる。なお、除雪車両において、前軸が後軸に比べて軸重が軽く

なっていたことも、平面性変位が大きな区間を走行する際の前軸の輪重の減少に関与

していた可能性があると考えられる。 

限界脱線係数が低下したことについては、通り正矢が曲線半径を小さくする方向に

変化していたことにより、除雪車両の前軸のアタック角が大きくなったことによるも

のと考えられる。 
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

富山地方鉄道株式会社の本線宇奈月温泉
うなづきおんせん

駅発電鉄黒部
でんてつくろべ

駅行き１両編成の上り回送第

４０２３２列車（除雪車両）は、平成２４年３月３０日（金）、宇奈月温泉駅を１１

時４０分に出発した。 

列車の運転士は、内山駅に進入する直前で異音と衝撃を感じたため、非常ブレーキ

を使用して列車を停止させたところ、列車の前軸（前後左右は列車の進行方向を基準

とする。）の車輪が左へ脱線しているのを確認したため、指令に脱線した旨を連絡し

た。 

列車には運転士１名及び鉄道係員２名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２４年３月３０日、事故の調査を担当する主管調査官ほ

か１名の鉄道事故調査官を指名した。 

北陸信越運輸局は、事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2  調査の実施時期 

平成２４年 ３ 月３０日         現地調査 

平成２４年 ３ 月３１日         現地・車両調査、口述聴取 

平成２５年 ９ 月１２日及び１３日    現地・車両の追加調査 

 

1.2.3  原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

事故に至るまでの経過は、富山地方鉄道株式会社（以下「同社」という。）の宇奈

月温泉駅発電鉄黒部駅行き１両編成の上り回送第４０２３２列車（以下「本件列車」

という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）及び同乗していた鉄道係員２名

（以下「鉄道係員Ａ」、「鉄道係員Ｂ」という。）の口述によれば、概略は次のとおり

であった。 
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(1) 本件運転士 

内山駅手前の大上
おおがみ

踏切道（電鉄富山駅起点４９ｋ０２５ｍ、以下「電鉄富山

駅起点」は省略。）付近で、内山駅の場内信号機が進行現示であることを確認

した。この付近は曲線区間で分岐器の開通方向の確認ができないため、常用ブ

レーキを使用して、本件列車の速度を約３０km/h から約１５km/h まで減速さ

せて進行した。その後、分岐器の開通方向を確認して、「進路よし」と喚呼し

た時、「フワッ」と浮くような感じがして衝撃と異音を感じたため、慌てて非

常ブレーキを使用して本件列車を停止させた。 

本件列車が完全に停止した後、降車して状態を確認したところ、前軸の車輪

が脱線していることを確認した。その後、同乗していた鉄道係員Ａが指令に連

絡しているのを確認したため、本件列車のエンジンを停止させ、転動防止のた

めブレーキを緊締し、手歯止めを掛けた。 

その後、本件列車の停止位置から線路を横切る開渠
かいきょ

（水路）の付近まで確認

した際に、レールと車輪が接触したことによるものと思われる痕跡を確認した。 

なお、本件列車の出庫点検において、特に異常はなかった。 

(2) 鉄道係員Ａ 

本件列車には進行方向を向いて座って乗車していた。車体が揺れたかなとい

う感じがした後、いつもと違う音が聞こえるのとほぼ同時に衝撃を感じ、その

後は砂利道を走る時のように上下に振動しながら進む感じであった。 

本件列車が停止した後、前軸の車輪が脱線していることを確認したため、内

山駅ポイント手前で脱線したことを１１時５７分に指令に報告した。 

その後、レールに痕跡がないかを見て回ると、右側のレール（内軌）の頭頂

面に黒くこすったように見える箇所があった。また、線路を横切る開渠（水路）

の付近から本件列車の停止位置までの間の左側のレール（外軌）の数か所で、

レールと車輪が接触したことによるものと思われる痕跡を確認した。 

(3) 鉄道係員Ｂ 

本件列車には進行方向を向いて乗車していた。「ガタン」と１回音がしたと

きは、何かにぶつかったのではないかと思った。 

その後、本件列車は線路の進行方向ではなく、線路脇に設置された融雪装置

用の煙突のある方向に進むようであったが、煙突に衝突せずに停車した。本件

列車の停止後に行った線路の確認において、線路を横切る開渠（水路）の付近

から本件列車の停止位置までの間に、レールと車輪が接触したことによるもの

と思われる痕跡を確認した。 

 

なお、事故の発生時刻は１１時５０分ごろであった。 
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（付図１ 本線路線図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図３ 事故現場略図、写

真１ 脱線現場及び本件列車の損傷状況 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

なし。 

 

２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

2.3.1  事故現場に関する情報 

本件列車の停止位置は、内山駅の上り本線と下り本線に分岐するために設置され

ている片開き分岐器（分岐器始端は４８ｋ８５８ｍ）付近であり、車両の先頭が４８

ｋ８５２ｍ付近であった。本件列車の前軸は４８ｋ８５５ｍ付近で左に約０.３ｍ

脱線した状態で停止しており、後軸は本線のレール上にあり脱線していなかった。

なお、本件列車は除雪車両の編成である。 

（付図３ 事故現場略図、写真１ 脱線現場及び本件列車の損傷状況 参照） 

 

2.3.2  鉄道施設に関する情報 

2.3.2.1 概要 

同社の本線電鉄富山駅～宇奈月温泉駅間は、延長５３.３km で、軌間は１,０６７

㎜、動力は電気（直流１,５００Ｖ）である。事故現場付近は単線である。 

（付図１ 本線路線図 参照） 

 

2.3.2.2 事故現場付近の線路に関する情報 

(1) 事故現場付近は、バラスト軌道に３７kg レール及び木まくらぎが使用さ

れている。また、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づき、同

社が北陸信越運輸局長へ届け出ている実施基準（以下「届出実施基準」とい

う。）の一部である「軌道実施基準」に則して、安全レール*1が設置されて

いる。 

(2) 平面線形は、４８ｋ９７０ｍ～４８ｋ８６０ｍまでは半径２００ｍの右曲

線で、このうち４８ｋ９３５ｍ～４８ｋ８９５ｍは円曲線、４８ｋ８９５ｍ

～４８ｋ８６０ｍは緩和曲線*2で、緩和曲線長は３５ｍである。円曲線には

                         
*1
 「安全レール」とは、脱線した車両が軌間外に逸脱し、横転又は転落による大事故を防止することを目的と

して、脱線した車輪が本線レールに沿って走行できるように誘導するレールをいう。降雪、落石区間で脱線防

止ガード等の設置が不適切な場合には、危険の大きな側のレールの軌間外方に設置される。 
*2
 「緩和曲線」とは、車両の走行を円滑にするため直線と円曲線、又は２つの曲線の間に設けられる線形をい

う。 
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６５mm のカント*3及び１０mm のスラック*4が設定されており、緩和曲線全長

でカント及びスラックが逓減
ていげん

されている。 

(3) 線路の勾配は、本件列車の進行方向を基準として、４９ｋ４８４ｍ付近～

４８ｋ８６２ｍ付近までは２５‰の下り勾配、４８ｋ８６２ｍ付近～４８ｋ

７６９ｍ付近までは平坦（０‰）である。 

(4) 事故現場付近の線路の左側には幅約６０cm の開渠（水路）が設けられて

おり、４８ｋ８８１ｍ付近で線路直下を横断している。 

(5) 開渠（水路）が線路を横断している４８ｋ８８１ｍ付近には、軌間*5を保

持するためにゲージタイ*6が設置されている。 

(6) 内山駅の上り本線と下り本線に分岐するため、４８ｋ８５８ｍから３７kg

レール８番片開き分岐器が設置されている。 

（付図３ 事故現場略図 参照） 

 

2.3.2.3 軌道の定期検査に関する情報 

軌道の維持管理については、届出実施基準の一部である「軌道実施基準」で定め

られている。 

軌道の定期検査は、基準期間を１年とし、軌道変位（軌間、水準、高低、通り*7

及び平面性*8）やレールの摩耗量等について行っている。軌道変位は、可搬式の軌

道変位測定装置により測定し、測定値から設計値を考慮して求めている。表１は事

故現場付近の軌道の整備基準の一部である。また、５日に１回以上、徒歩又は列車

添乗により線路の巡視を行うこととしている。 

なお、軌道変位の測定については、５年前までは他の鉄道事業者が所有する軌道

検測車により、軌道検測車の車上で演算されて出力される「移動平均法による軌道

変位*9」が軌道整備基準値を超過していないかを検査していた。 

                         
*3
 「カント」とは、曲線を走行する際の遠心力が走行安全性及び乗り心地に対して影響することを低減するよ

うに設定された、曲線外側のレールと内側のレールとの高低差をいう。 
*4
 「スラック」とは、車両の輪軸（車輪と車軸とを組み立てたもの）が無理なく曲線を通過できるよう、曲線

中の軌間を拡大する量をいう。 
*5
 「軌間」とは、左右レール頭部の軌間内側面間の距離をいう。また、「軌間変位」とは、軌間内側面間の距離

から左右レールの基本寸法（１,０６７mm）及びスラックを除いたものである。 
*6
 「ゲージタイ」とは、軌間を保持するために左右のレールをつなぐ棒状の金具をいう。 

*7
 「通り変位」とは、レール側面の長さ方向への凹凸をいい、一般的には長さ１０ｍの糸をレールの軌間内側

面に張ったときの、その中央部における糸とレールとの距離（通り正矢）で表す。また、曲線部については、

曲線半径による正矢量を差し引いた値で表す。 
*8
 ここでいう「平面性変位」とは、軌道の平面に対するねじれ状態をいい、軌道の一定の距離を隔てた２点間

の水準の差で表す。２点間の距離が５ｍであれば、５ｍ平面性変位という。なお、本文中では左前方が下がる

向きにねじれている場合の平面性変位を正の値としている。 
*9
 ここでいう「移動平均法による軌道変位」は、軌道変位の検査における測定値（高低及び通り）から、測点

付近の一定区間長での平均値を減じた値をいう。 
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表１ 整備基準 

(1) 軌道整備基準値 

軌道変位の項目 軌道整備基準値 

軌間 ＋１８mm ・ －６mm 

水準 １５mm 

高低 １５mm 

通り １５mm 

５ｍ平面性 ２３mm 

(2) レールの交換基準 

・レールの頭部の最大摩耗量が軌間内側で１２mm 

・波状摩耗の波高が２mm 

・端部摩耗の摩耗高が３mm 

 

2.3.2.4 事故現場付近の軌道の定期検査に関する情報 

事故現場付近の直近の軌道変位の定期検査は、平成２３年１１月９日に可搬式の

軌道変位測定装置により、軌間変位、水準変位、高低変位（測定弦長１０ｍ）、通

り変位（同）及び５ｍ平面性変位について５ｍ間隔で実施されていた。 

４８ｋ８９５ｍ～４８ｋ８７０ｍの軌道変位の検査結果を表２に示す。検査結果

において、４８ｋ８８５ｍの内軌の高低変位並びに４８ｋ８８５ｍ～４８ｋ８７０

ｍの内軌及び外軌の通り変位は、同社の軌道整備基準値を超えていた。 

同社によれば、これらの軌道整備基準値の超過箇所のうち、高低変位については、

積雪量が少なくなった頃に軌道整備を実施する計画としていた。また、通り変位に

ついては、軌道整備基準値を超過した状態であることを認識していたが、幅約６０

cm の開渠（水路）を斜めに横断するなど、周辺の環境条件などの制約から設計値

のとおりに軌道整備をすることが困難な状況となっていたため、通りが急激に変化

していないことなどを目視により確認するとともに、恒久的な軌道整備及び管理の

方法を検討しているところであった。 

また、レールの摩耗量の定期検査は、平成２３年８月２６日に実施されており、

検査結果において、事故現場付近のレールの摩耗量は、ゲージコーナ*10でレールの

交換基準の１２mm に達していた。交換基準に達していたレールについては、平成

２４年度に交換する計画としていた。 

なお、線路の巡視は、平成２４年３月１８日に徒歩、平成２４年３月２２日及び

３月２７日に列車添乗により実施されていたが、異常は認められていなかった。 

                         
*10 「ゲージコーナ」とは、敷設されたレール頭部の軌間内側で、車輪のフランジと接触する部分のことをいう。 
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表２ 軌道変位の定期検査結果（事故現場付近を抜粋）（単位:mm） 

 通り変位 

（内軌） 

通り変位

（外軌）

高低変位

（内軌）

高低変位

（外軌）

軌間変位 水準変位 ５ｍ平面

性変位 

48k895m 9.2 10.8 -5.4 -2.0 12.8 -11.2 4.2 

48k890m 13.0 11.7 -10.9 -12.8 12.5 -14.0 10.8 

48k885m 21.0 22.7 -16.5 -13.8 14.0 -11.3 7.3 

48k880m 42.9 44.4 -3.0 -7.3 12.9 -13.8 12.5 

48k875m 35.8 33.4 -11.3 -11.8 7.8 -7.7 3.9 

48k870m 15.1 18.3 -6.3 -2.6 7.5 -0.7 3.0 

※表中の網掛けは軌道整備基準値を超過している箇所 

 

2.3.2.5 事故発生直後の軌道の状態に関する情報 

事故発生直後に、可搬式の軌道変位測定装置により４８ｋ９１０ｍ～４８ｋ８５３

ｍまでの軌道変位を０.５ｍ間隔で測定した。また、４８ｋ８８１ｍ～４８ｋ８８２

ｍのレールの摩耗量を０.５ｍ間隔で３点測定した。これらの測定の結果、軌道変

位及びレールの摩耗の状態は以下のとおりであった。 

(1) 高低変位は、内軌の４８ｋ８８５.５ｍ～４８ｋ８８４.５ｍまでの区間に

おいて－１６mm～－１９mm で、軌道整備基準値の±１５mm を超えていた。 

(2) 軌間変位は、軌道整備基準値を超えていなかった。 

(3) 水準変位は、４８ｋ８９７ｍ付近（カント５０mm）、４８ｋ８９１ｍ付近

（同４４mm）、４８ｋ８８８ｍ付近（同３８mm）及び４８ｋ８８１ｍ付近

（同２５mm）で－１５mm であり、軌道整備基準値の±１５mm に達していた。

なお、カントは４８ｋ８９５ｍ（同５４mm）～４８ｋ８６０ｍ（同３mm）の

緩和曲線で逓減されていた。 

(4) 通り変位は、外軌の４８ｋ８８９ｍ～４８ｋ８７２ｍまでの区間において

１６mm～４９mm で、軌道整備基準値の±１５mm を超えていた。なお、通り

正矢は、４８ｋ８９１ｍ～４８ｋ８７９.５ｍまでの区間で５８mm（曲線半

径２１６ｍ相当）から８６mm（同１４５ｍ相当）へと曲線半径を小さくする

方向に変化し、そこから４８ｋ８７５ｍまでの区間で５９mm（同２１２ｍ相

当）へと急激に変化し、その後は緩やかに０mm まで変化していた。 

(5) ５ｍ平面性変位は、同社の軌道整備基準値の±２３mm は超えていなかっ

たが、４８ｋ８８２ｍ～４８ｋ８７８.５ｍまでの区間において、軌道面が

左前方に下がる向きに１４mm～２２mm と大きく、最大値は４８ｋ８８０ｍ

の２２mm であった。 

(6) レールの摩耗量は、４８ｋ８８２ｍ～４８ｋ８８１ｍまでの区間において、
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ゲージコーナで１３mm～１４mm と大きく、レールの交換基準の１２mm を超

えていた。また、摩耗したレールの形状は、本件列車の車両の車輪フランジ

の曲線形状に近くなっており、この地点におけるレールと車輪の接触状態は

付図５に示すとおりであった。 

なお、まくらぎの腐食、犬釘の浮き及び道床の噴泥等は見られなかった。また、

４８ｋ８８１ｍ付近に設置されたゲージタイにも異常は見られなかった。 

（付図４ 事故発生前後の軌道変位測定結果、付図５ 本件列車の車両の外軌側

（左）車輪と外軌との接触状況 参照） 

 

2.3.3  車両に関する情報 

2.3.3.1 車両の概要 

本件列車は除雪車両の編成であり、車両の前方にラッセル装置、後方にロータ

リー装置を装着している。本件列車の車両の主な諸元は次のとおりである。 

車  種       内燃機関車 

 編成両数       １両 

 形  式       ＤＬ－１０型（２軸車） 

 自  重       ２０.０ｔ（除雪装置有り） 

            １６.０ｔ（除雪装置無し） 

 軸重（前軸／後軸）  ７.５ｔ／１２.５ｔ（除雪装置有り） 

            ８.３ｔ／ ７.７ｔ（除雪装置無し） 

 最大寸法       １１,６２０×４,５００×３,８８０㎜（除雪装置有り） 

            ７,３９６×２,７００×３,８８０㎜（除雪装置無し） 

 軸  距       ４.３ｍ 

 車輪直径       ６６０mm 

 車輪のフランジ角度*11 ６０° 

 

←宇奈月温泉駅 方                 電鉄黒部駅 方 → 

 

 

 

 

 

 

                         
*11 

「フランジ角度」とは、車輪のフランジ面が車軸の中心軸となす最大角度をいう。一般にフランジ角度が大き

いほど脱線しにくい（「脚注 18 限界脱線係数」参照）。 

列車進行方向
 

●：脱線した軸を示す
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2.3.3.2 定期検査等の状況 

(1) 定期検査の状況 

本件列車の車両に係る事故直近の定期検査は次のとおりに実施されており、

検査の記録に異常は見られなかった。 

重要部検査  平成２２年１２月１６日 

月検査    平成２４年 ３ 月 ５ 日 

列車検査   平成２４年 ３ 月２７日 

(2) 車輪の寸法等の状況 

本件列車の車両の定期検査における車輪の測定値については、バックゲー

ジ*12、フランジ厚さ、フランジ高さ及びタイヤ厚さは、届出実施基準の一部

である「車両構造実施基準」に示された限度値（バックゲージ９９０mm～ 

９９３mm、フランジ厚さ５１７mm～５２７㎜、フランジ高さ２５mm～３５㎜、

タイヤ厚さ３０㎜）内であった。事故後の測定値についても限度値内であっ

た。 

(3) 車輪の踏面形状の状況 

同社では、保有する全ての車両の車輪のフランジ角度を６０°としている。

事故後に測定した本件列車の車両の車輪踏面形状においては、極端な摩耗は

見られず、各車輪のフランジ角度は６２°～６５°であった。 

なお、車両の使用開始から事故発生までの間に車輪の削正は実施されてお

らず、事故発生までの走行距離は約３１,０００km であった。 

(4) 静止輪重比 

事故後に測定した本件列車の車両の静止輪重及び静止輪重比*13は、表３の

とおりである。静止輪重比は、両軸ともに同社の定める管理値（０.９以上

１.１以下）の範囲内であった。ただし、本件列車の車両の軸重は、前輪が

８２.０kN、後輪が１３０.０kN であり、前軸と後軸の軸重差が大きく、前

軸が後軸よりも４８.０kN 軽くなっている。 

 

表３ 本件列車の車両の静止輪重と静止輪重比 

車軸部位 後軸 前軸 

車輪部位 外軌側 内軌側 外軌側 内軌側 

輪重（kN） ６７.０ ６３.０ ４０.０ ４２.０ 

静止輪重比 １.０３１ ０.９６９ ０.９７６ １.０２４ 

軸重（kN） １３０.０ ８２.０ 

                         
*12 ここでいう「バックゲージ」とは、左右車輪の内面間距離をいう。  
*13 「静止輪重比」とは、片側の車輪の輪重をその軸の平均輪重で除した値をいう。 
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(5) 車両の運用状況 

本件列車の車両は除雪作業時に限定して使用されており、事故の直近では

平成２４年３月１１日に現場を走行していた。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両の損傷、痕跡等に関する情報 

2.4.1 鉄道施設の損傷及び痕跡の状況 

(1) ４８ｋ８８１ｍ～４８ｋ８７８ｍ付近まで、外軌の頭頂面に、車輪による

ものと見られる線状の痕跡があった。 

(2) ４８ｋ８７７ｍ付近から、外軌の頭頂面に、車両が接触したものと見られ

る痕跡があった。また、外軌と安全レールの間には、車輪によるものと見ら

れる痕跡があった。 

(3) ４８ｋ８７７ｍ付近から本件列車の前軸の停止地点（４８ｋ８５５ｍ付近）

まで、軌間内のまくらぎに、車輪によるものと見られる痕跡が連続していた。 

(4) 内山駅の上り本線と下り本線に分岐するために設置されている分岐器のポ

イントガードの頭部等には、本件列車によるものと見られる損傷があった。 

（付図６ 線路上の損傷及び痕跡） 

 

2.4.2 車両の損傷及び痕跡等の状況 

(1) 脱線した前軸の左車輪には、フランジ内側に擦過痕があった。なお、後軸

の車輪には、損傷及び痕跡はなかった。 

(2) 前軸については、左の排障器は破損し、右の排障器の取付ボルトは折損し

ていた。また、砂まきガイド等にも損傷が見られた。後軸については、ギア

ケース下部に損傷があった。 

(3) 本件列車の車両に装着されているラッセル装置の先端が曲損していた。な

お、ロータリー装置には、損傷及び痕跡はなかった。 

（写真１ 脱線現場及び本件列車の損傷状況 参照） 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

本件運転士  男性 ２８歳 

甲種内燃車運転免許                平成２２年１２月１０日 

鉄道係員Ａ  男性 ４７歳 

 鉄道係員Ｂ  男性 ３４歳 

 

２.６ 事故発生日の列車の運行状況に関する情報 

本件列車は、宇奈月温泉駅での除雪作業を終え、電鉄黒部駅の車庫に戻る途中で
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あった。宇奈月温泉駅から電鉄黒部駅に向かう行路は、本件列車から指令に連絡をし

て臨時に設定されたものである。除雪作業等を行う場合には、必要に応じて同様な措

置で行路を設定しており、手続に問題はなかった。 

 

２.７ 運転取扱いに関する情報 

 同社の運転曲線によれば、事故現場付近の制限速度は４０km/h である。 

 

２.８ 気象に関する情報 

事故発生時の現場付近の天候は晴れであった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 脱線地点に関する分析 

本件列車の脱線地点については、 

(1) 2.3.2.2(2)に記述したように、線路の平面線形は、４８ｋ９７０ｍ～４８ｋ

８６０ｍまでは半径２００ｍの右曲線で、このうち４８ｋ９３５ｍ～４８ｋ 

８９５ｍは円曲線であること、 

(2) 2.3.2.2(3)に記述したように、線路の勾配は、４９ｋ４８４ｍ付近～４８ｋ

８６２ｍ付近までは２５‰の下り勾配であること、 

(3) 2.4.1(1)に記述したように、４８ｋ８８１ｍ～４８ｋ８７８ｍ付近まで、外

軌の頭頂面に、車輪によるものと見られる線状の痕跡があったこと、 

(4) 2.4.1(2)に記述したように、４８ｋ８７７ｍ付近から、外軌の頭頂面に、車

両が接触したものと見られる痕跡があり、外軌と安全レールの間には、車輪に

よるものと見られる痕跡があったこと、 

(5) 2.4.1(3)に記述したように、４８ｋ８７７ｍ付近から本件列車の前軸の停止

地点（４８ｋ８５５ｍ付近）まで、軌間内のまくらぎに、車輪によるものと見

られる痕跡が連続していたこと、 

(6) 2.4.2(1)に記述したように、本件列車の脱線した前軸の左車輪には、フラン

ジ内側に擦過痕があったこと 

から、本件列車が２５‰の下り勾配にある半径２００ｍの曲線区間を走行中に、前軸

の外軌側（左）車輪が４８ｋ８８１ｍ付近から外軌に乗り上がり始め、外軌上をフラ

ンジ先端で走行し、前軸は４８ｋ８７８ｍ付近で左右レールから脱線したものと考え

られる。その後、前軸の外軌側（左）車輪は外軌と安全レールの間を走行し、４８ｋ

８５５ｍ付近で停止したものと考えられる。 
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３.２ 車両に関する分析 

2.3.3.2 に記述したように、本件列車の車両の定期検査の結果及び静止輪重比等の

測定結果からは、「車両構造実施基準」に示された限度値を超過する異常は認められ

なかったことから、それらに脱線の要因となるような異常はなかったものと考えられ

る。 

ただし、2.3.3.1 及び 2.3.3.2(4)に記述したように、本件列車の車両には除雪装置

が装着されていたため前軸と後軸の軸重差が大きく、前軸が後軸より４８.０kN 軽く

なっていたと考えられる。 

 

３.３ 軌道に関する分析 

3.3.1 通り変位に関する分析 

2.3.2.5(4)に記述したように、事故直後に測定した通り変位は、４８ｋ８８９ｍ

～４８ｋ８７２ｍまでの区間で軌道整備基準値を超過していた。通り正矢は、４８

ｋ８９１ｍ～４８ｋ８７９.５ｍまでの区間で５８mm（曲線半径２１６ｍ相当）か

ら８６mm（同１４５ｍ相当）へと曲線半径を小さくする方向に変化しており、この

付近で本件列車の前軸の車輪のアタック角*14が大きくなったことにより、内軌側車

輪が輪軸を外軌側に押す力が増加し、外軌側（左）車輪の横圧が増加していたと考

えられる。 

なお、2.3.2.2(2)に記述したように、本件列車の前軸の車輪がレールに乗り上が

り始めた４８ｋ８８１ｍ付近は、半径２００ｍの曲線の緩和曲線として管理されて

いるが、事故直後に測定した通り正矢は、４８ｋ８９１ｍ～４８ｋ８７９.５ｍま

での区間で５８mm（曲線半径２１６ｍ相当）から８６mm（同１４５ｍ相当）へ変化

し、そこから４８ｋ８７５ｍまでの区間で５９mm（同２１２ｍ相当）へ変化してい

ることから、車輪が乗り上がった付近は実質的には半径約２００ｍの円曲線となっ

ていたと考えられる。 

 

3.3.2 平面性変位に関する分析 

2.3.2.5(5)に記述したように、事故直後に測定した５ｍ平面性変位は、軌道整備

基準値の±２３mm を超えていなかったが、４８ｋ８８２ｍ～４８ｋ８７８.５ｍま

での区間において、軌道面が左前方に下がる向きに１４mm～２２mm と大きくなっ

ていたことにより、本件列車が４８ｋ８８１ｍ付近を通過する際に、前軸の外軌側

（左）車輪の輪重が減少したと考えられる。また、３.２に記述したように、除雪

                         
*14

 「アタック角」とは、車輪がレール上を転動するときの車輪とレールとの相対角度のことであり、この角度が

大きいほど乗り上がり脱線に対する安全性が低下するものである。 
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装置を装着した本件列車の車両の軸重は、前軸と後軸の軸重差が大きく、前軸が後

軸より４８.０kN 軽くなっていたことも、平面性変位が大きな区間を走行する際の

前軸の車輪の輪重の減少に関与していた可能性があると考えられる。 

 

３.４ 走行速度に関する分析 

3.3.1 に記述したように、本件列車の前軸の車輪がレールに乗り上がり始めた４８

ｋ８８１ｍ付近は半径２００ｍの円曲線中であると考えられ、２.１(1)に記述した本

件運転士の口述によると、本件列車はこの付近を速度約１５km/h で走行していたと

考えられることから、均衡カント*15を試算すると９.５mm となる。一方、2.3.2.5(3)

に記述したように、カントは４８ｋ８９５ｍ～４８ｋ８６０ｍの区間で５４mm から

３mm まで逓減されており、４８ｋ８８１ｍでは２５mmであった。 

したがって、本件列車は事故現場付近をカント超過の状態で走行していたものと考

えられることから、本件列車の前軸の外軌側（左）車輪の輪重は、直線部を走行して

いる場合に比べて減少していたと考えられる。また、内軌側車輪の輪重の増加により、

内軌側車輪が輪軸を外軌側に押す力が増加し、外軌側（左）車輪の横圧が増加してい

た可能性があると考えられる。 

 

３.５ 脱線に関する分析 

3.5.1 脱線係数*16の増加 

本件列車の脱線係数については、 

(1) 3.3.1 及び３.４に記述したように、４８ｋ８９１ｍ～４８ｋ８７９.５ｍ

までの区間では、通り正矢が曲線半径を小さくする方向に変化したことや、

本件列車がカント超過の状態で走行していたと考えられることから、本件列

車の前軸は外軌側（左）車輪の横圧が増加したと考えられること、 

(2) 3.3.2 及び３.４に記述したように、４８ｋ８８２ｍ～４８ｋ８７８.５ｍ

までの区間では、本件列車の軸距に近い５ｍ平面性変位は、軌道面が左前方

に下がる向きに大きくなっていたことや、本件列車がカント超過の状態で走

行していたと考えられることから、本件列車の前軸は外軌側（左）車輪の輪

重が減少したと考えられること、 

(3) 3.3.2 に記述したように、除雪装置を装着した本件列車の車両の軸重は、

前軸と後軸の軸重差が大きく、前軸が後軸より４８.０kN 軽くなっていたこ

とも、平面性変位の大きな区間を走行する際の、前軸の外軌側（左）車輪の

                         
*15 「均衡カント」とは、曲線通過速度と曲線半径に応じて発生する遠心力と重力の合力が、軌道面に対して垂

直となるときのカントをいう。 
*16 「脱線係数」とは、横圧を輪重で除した値をいう。 
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輪重の減少に関与していた可能性があると考えられること 

から、４８ｋ８８２ｍ～４８ｋ８７９.５ｍ付近における本件列車の前軸の外軌

側（左）車輪は、大きな横圧が作用し、輪重が減少したことにより、脱線係数が

増加したと考えられる。 

 

3.5.2 限界脱線係数の低下 

3.3.1 に記述したように、４８ｋ８９１ｍ～４８ｋ８７９.５ｍまでの区間では、

通り正矢が曲線半径を小さくする方向に変化したことにより、この付近で本件列車

の前軸の車輪のアタック角が大きくなり、車輪フランジとレール間の等価摩擦係数*17

は増加していたと考えられることから、この付近における本件列車の前軸の外軌側

（左）車輪は、限界脱線係数*18が低下したと考えられる。 

 

3.5.3 乗り上がり脱線に関する分析 

3.5.1 及び 3.5.2 に記述したように、本件列車の前軸の外軌側（左）車輪は、 

４８ｋ８８２ｍ～４８ｋ８７９.５ｍ付近で脱線係数が増加し、４８ｋ８９１ｍ～

４８ｋ８７９.５ｍ付近で限界脱線係数が低下したと考えられるため、乗り上がり

脱線したものと考えられる。 

 

３.６ 軌道の維持管理に関する分析 

3.6.1 軌道変位に関する分析 

2.3.2.4 に記述したように、平成２３年１１月９日に実施された軌道変位の定期

検査において、高低変位及び通り変位は軌道整備基準値を超過していた。 

同社によれば、これらの超過箇所のうち、高低変位については、積雪量が少なく

なった頃に軌道整備を実施する計画とし、通り変位については、幅約６０cm の水

路を斜めに横断するなど、周辺の環境条件などの制約から設計値のとおりに曲線を

軌道整備することが困難な状況で、軌道整備基準値を超過する状態となっていると

のことであった。 

このような軌道変位が軌道整備基準値を超過している箇所については、同社の

「軌道実施基準」において、「軌道は、列車の安全な運行を確保するため軌道整備

基準値に基づき整備を行うものとする」こととされていることから、速やかに軌道

                         
*17 「等価摩擦係数」とは、車輪フランジとレール間において作用する左右方向の力とその法線力の比であり、

車輪フランジとレール間の摩擦係数とアタック角の増加に伴って増加する。 
*18 「限界脱線係数」とは、車輪フランジがレールに乗り上がる際の、車輪フランジとレールとの接触点に作用

する輪重及び横圧の釣合い式から求めた、脱線係数の限度値をいう。等価摩擦係数が大きいほど、また接触角
度（車輪フランジ角度）が小さいほど限界脱線係数の値は低下する。脱線係数が限界脱線係数より大きな値を
とった場合、脱線する可能性が生じる。 
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整備を行い、かつ、軌道整備基準値に近い箇所については「注意を要する箇所」と

して位置付けて計画的に軌道整備を行うなど、軌道の維持管理を行う必要がある。 

曲線における軌道の維持管理は、同社が実施している軌道変位の検査のように、

設計値に対する軌道変位が軌道整備基準値を超過しないように軌道整備をすること

が基本であるが、他の事業者で採用されている、‘移動平均法による軌道変位’が

軌道整備基準値を超過しないように軌道整備をすることなども、列車の走行安全性

を確保しつつ軌道の維持管理を行う方法として有効であると考えられる。 

 

3.6.2 レールの摩耗に関する分析 

2.3.2.4 及び 2.3.2.5(6)に記述したように、事故現場付近のレールの摩耗量は、

平成２３年８月２６日に実施された定期検査においてレールの交換基準１２mm に

達しており、事故発生後の測定においては本件列車の前軸の車輪の乗り上がり開始

付近において１３mm～１４mm と大きく、摩耗したレールの形状は、本件列車の車

輪フランジの曲線形状に近かった。また、2.3.3.2(3)に記述したように、事故後に

測定された本件列車の各車輪のフランジ角度は６２°～６５°であり、摩耗した

レールの角度も同程度であると考えられる。 

事故発生時の車輪フランジ及びレールの摩耗の形状によっては、車輪フランジと

レールとの接触角が小さくなり限界脱線係数が低下するため、これらの形状が乗り

上がり脱線の要因の一つとして考えられることがある。しかし、本事故においては、

事故後に測定した本件列車の車輪フランジ及びレールの形状から、車輪フランジと

レールとの接触角が、新品のレールと車輪フランジとの接触角と同程度であったと

考えられるため、レールの摩耗が乗り上がり脱線に及ぼした影響は小さかったと考

えられる。 

しかし、事故現場付近のレールは腹部の厚さが薄い３７kg レールであり、摩耗

によりレールの断面積が減少すると、レールに発生する応力などの関係からレール

の損傷等が起こる可能性があるので、レールの交換基準に達するまでに、計画的に

レール交換をすることが必要である。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、半径２００ｍの右曲線において、回送列車（除雪車両）の前軸の外軌側

（左）車輪の脱線係数が増加するとともに、限界脱線係数が低下したため、外軌に乗

り上がって左へ脱線したものと考えられる。 

脱線係数が増加したことについては、通り正矢が曲線半径を小さくする方向に変化
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していたこと、５ｍ平面性変位が大きくなっていたこと及び除雪車両がカント超過の

状態で走行したと考えられることから、横圧が増加するとともに輪重が減少したこと

によるものと考えられる。なお、除雪車両において、前軸が後軸に比べて軸重が軽く

なっていたことも、平面性変位が大きな区間を走行する際の前軸の輪重の減少に関与

していた可能性があると考えられる。 

限界脱線係数が低下したことについては、通り正矢が曲線半径を小さくする方向に

変化していたことにより、除雪車両の前軸のアタック角が大きくなったことによるも

のと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

５.１ 必要と考えられる再発防止策 

(1) 軌道変位やレールの摩耗量等の軌道の定期検査において、「軌道実施基準」

に定めた整備基準（軌道整備基準値及びレールの交換基準等）を超過した箇所

については速やかに軌道整備を行い、かつ、整備基準に近い箇所については

「注意を要する箇所」として位置付けて計画的に軌道整備を行うなど、同社は、

平成２５年７月２６日に上滝線小杉駅～上堀駅間の列車脱線事故の調査結果を

踏まえて勧告したとおり、軌道の整備・維持の管理態勢を確実に構築し、軌道

の維持管理を適切に行うべきである（ＲＡ２０１３－６－３）。 

(2) 曲線における軌道の維持管理は、同社が実施している軌道変位の検査のよう

に、設計値に対する軌道変位が軌道整備基準値を超過しないように軌道整備を

することが基本であるが、‘移動平均法による軌道変位’が軌道整備基準値を

超過しないように軌道整備をすることなども、列車の走行安全性を確保しつつ

軌道の維持管理を行う方法として有効であると考えられる。よって、そのよう

な軌道の維持管理の方法を、現在実施している軌道変位の検査と併せて実施す

ることを検討すべきである。 

 

５.２ 本鉄道事故後に同社が講じた措置 

同社は、本事故後に次の措置を講じた。 

(1) 事故発生箇所の再発防止として、外軌のレール交換及び軌道整備を実施した。 

(2) 類似事故の再発防止として、レールの摩耗量の緊急点検を実施し、整備基準

を超過した箇所については、レール交換を実施した。なお、レール交換が完了

するまでの間は、車両走行時の横圧を軽減させるために、レールへの塗油を実

施した。 
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(3) この他同社では、設計値のとおりに軌道整備をすることが困難な曲線につい

ては、従来の軌道変位の検査と併せて、他の事業者で採用されている、‘移動

平均法による軌道変位’により通り変位の検査を行い、これが軌道整備基準値

を超過しないよう管理することを検討している。
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付図１ 本線路線図 
 

本線 電鉄富山駅～宇奈月温泉駅間 ５３.３km（稲荷町駅～宇奈月温泉駅：単線） 

 

 

付図２ 事故現場付近の地形図 
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付図３ 事故現場略図 
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付図４ 事故発生前後の軌道変位測定結果 
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付図５ 本件列車の車両の外軌側（左）車輪と外軌との接

触状況 
 

・事故発生時のレール（摩耗量：１４mm）と本件列車の車両の車輪との接触状況 

 5 

 
 

 

・新品のレールと本件列車の車両の車輪との接触状況 
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付図６ 線路上の損傷及び痕跡 
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写真１ 脱線現場及び本件列車の損傷状況 
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